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1. 名称 

1.1 国際ジオシンセティックス学会⽇本⽀部（以下⽀部という）と称する。 

2. ⽬的 
2.1 国際ジオシンセティックス学会（以下本部という）に参加し、ジオシンセティ

ックスに関する情報の収集と交換、技術の向上と発展をはかる。 

3. 会員 
3.1 会員は、個⼈会員、学⽣会員と特別会員および国際特別会員により構成

される。また、特別会員は本部個⼈会員に最⼤ 5 名まで登録できる。 
3.2 個⼈会員、学⽣会員および国際特別会員は⾃動的に本部の学会員とな

る。 
3.3 会員は、⽀部が刊⾏する会誌等の配布を受けるとともに、⽀部の刊⾏物の

⼊⼿および事業への参加について特典を有する。 
3.4 個⼈会員、学⽣会員および国際特別会員は、本部が刊⾏する会誌等の

配布を受けるとともに、本部の刊⾏物の⼊⼿および事業への参加について
特典を有する。 

4. 会費 
4.1 年会費の額に変更がある場合は総会によって決定する。 
4.2 年会費は本部会費と⽀部会費とを合わせたものとし、通貨は⽇本円とす

る。 
4.3 会計年度は、毎年 1 ⽉ 1 ⽇より 12 ⽉ 31 ⽇までとする。 
4.4 会費は当年 4 ⽉末⽇までに納⼊する。 
4.5 ⽀部顧問については、会費の徴収を⾏わない。 

5. ⼊会、脱退および退会 
5.1 会員になろうとするものは、会費を添えて⼊会申込書を学会事務局に提出

する。⼊会の⽇付は事務局が会費の納⼊を確認した⽇とする。 
5.2 会員は学会事務局に書⾯通知を届けることにより、いつでも脱退できる。 
5.3 脱退は、通知に明記された⽇付または⽇付明記のない時は会費払込期間

の終了時に発効する。 
5.4 本部あるいは⽀部の⽬的や利害に反して⾏動する会員はそれを理由として

幹事会の多数決により退会させることができる。また、会員は会費の不払い
の理由で退会させることができる。 

5.5 脱退または退会は、それが⾏われる年度に対する会費の⽀払い義務から当
該会費を免除しない。 

6. 役員 
6.1 ⽀部には次の役員をおく。 

⽀部⻑ 1 名  副⽀部⻑ 1 名 
幹事⻑ 1 名  副幹事⻑ 2 名 
会計・幹事 1 名  幹事 25 名以内 
監事 2 名   

6.2 役員の選出 
6.2.1 ⽀部⻑は別に定める選挙規程により全会員の投票によって選出する。 
6.2.2 ⽀部⻑を除く他の役員は、⽀部⻑が推薦し、通常総会で承認を得る。

幹事については公募で応募することができる。その場合は、幹事会で推
薦し総会で承認を得る。 

6.2.3 役員の任期は、原則として就任した通常総会から次々期の通常総会
までの 2 年間とする。但し、再任を妨げない。 

6.2.4 補⽋による役員は⽀部⻑が任命しその任期は前任者の残任期間とす
る。 

6.3 役員の任務 
6.3.1 ⽀部⻑は⽀部を総括し、この⽀部を代表する。 
6.3.2 副⽀部⻑は、⽀部⻑を補佐し、⽀部⻑が職務に⽀障を⽣じたときには、

その職務を代⾏する。 
6.3.3 幹事⻑は幹事会を総括し、⽀部⻑、副⽀部⻑が職務に⽀障を⽣じた

ときには、その職務を代⾏する。 
6.3.4 副幹事⻑は、幹事⻑を補佐し、幹事⻑が職務に⽀障を⽣じたときには、

その職務を代⾏する。 
6.3.5 役員全員で幹事会を組織し、⽀部の運営にあたる。また、この規程に

定める事項以外の事項を決議することができる。 
6.3.6 監事は、⽀部の会計および運営を監査する。 

6.4 ⽀部に役員のほか、⽀部顧問をおくことができる。⽀部顧問は幹事会で推
薦し、通常総会で承認を得る。 

7. 総会 
7.1 総会の開催 

7.1.1 通常総会は、各年⼀回定期的に開催する。開催時期は会計年度末
⽇(12 ⽉ 31 ⽇)より 3 ケ⽉以内とする。 

7.1.2 臨時総会は、特別の案件を処理するため、⽀部⻑または幹事会が必
要と認めたときに開催する。⽀部⻑または幹事会は通常または臨時総
会につき、少なくとも 1 ケ⽉前までに会員に事前通知を⾏わなければな
らない。 

7.2 総会の機能 
7.2.1 総会の議⻑は、⽀部⻑または幹事会で選出された幹事があたる。 
7.2.2 次の事項は、通常総会に報告してその承認を受けなければならない。 

1. 事業報告および収⽀決算に関する事項 
2. 事業計画および収⽀予算に関する事項 
3 . その他、幹事会において必要と認めた事項 

7.2.3 通常総会は前項 1〜3 の他、次の事項を決議する。 
1. 役員の承認 
2. 規程の変更 

7.2.4 総会は、会員数の 2 分の 1 以上の出席がなければ議決することができ
ない。ただし、書⾯をもってあらかじめ意思を表⽰したものは出席者とみ
なす。 

7.2.5 議決権は、個⼈会員 1 票、国際特別会員は 5 票とする。 
7.2.6 総会の議事は、規程の変更を除き出席者の過半数をもって決し、可否

同数のときは議⻑の決するところによる。 
7.2.7 規程変更の決議は、通常総会において出席者の 4 分の 3 以上をもっ

て決する。 

8. 委員会活動 
8.1 本部および⽀部の活動を推進するため、委員会を設けることができる。 
8.2 委員会の任務は幹事会で決める。 
8.3 委員会の成果は会員に報告する。 
8.4 国際連絡委員会を常設し、国際ジオシンセティックス学会との連絡にあた

る。 
 

付則.1 本規程は 2024 年通常総会以降実施する。 
付則.2 年会費は次の通りとする。 

1. 個⼈会員    8,000 円 
2. 学⽣会員    1,000 円 
3. 特別会員 240,000 円 
4. 国際特別会員 500,000 円 
1 ⽉ 1 ⽇〜10 ⽉ 31 ⽇までに⼊会した場合は、⼊会年度の会費を
徴収する。11 ⽉ 1 ⽇以降に⼊会した場合は、当該年度会費を免
除する。4 ⽉から社会⼈になる学⽣会員は、当該年度は学⽣会員
のままとする。 

付則.3 IGS 本部の規程の変更があった場合、かつ当⽀部の規程にない項
⽬については、幹事会の決議によって運⽤することができる。 

付則.4 国際特別会員の⼊会の際には、本部が定める⼊会⾦相当額を徴
収する。 

 
上記は内容に相違ないことをここに証明する 
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